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 滋賀医科大学は、公的研究費の運営・管理にあたって文部科学省

が定めた「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ

ン（実施基準）」を踏まえ、公的研究費の適切な使用と管理および不

正防止を図るため、「滋賀医科大学における研究者および研究支援者

の行動規範」、「滋賀医科大学における公的研究費の適正管理及び不

正使用防止に関する規程」、「公的研究費不正使用防止計画（第二次

計画）」等を制定するとともに相談窓口、通報窓口、検収センター等

を設置し、透明性と説明責任を明らかにして、本学に所属する研究

者の研究活動が円滑に行えるよう支援しています。 

 

 国の未来を拓く科学技術の振興のために、国民の税金による公的

研究費や外部資金が研究開発機関に提供され、多大な研究成果が挙

がっている一方で、公的研究費の適切な使用と管理について啓発さ

れているにも関わらず、未だに不正行為の発生が無くなりません。 

 公的研究費の不適切および不正使用が発覚した場合には、当該不

正等を行った研究者が懲戒処分の対象となるだけでなく、国民への

大きな責務を負っている国立大学として、社会及び科学技術への信

頼を大きく損なうものであり、重大な責任を免れません。 

 

 本学教職員全員は、社会的・公共的使命を自覚し、法令は勿論、

学内規程等を遵守し、高い倫理観を持って行動することが求められ

ます。このハンドブックは、手続きを十分理解して公的研究費を適

切に使用していただくために、本学における研究費使用の基本ルー

ル等を分かりやすく示したものです。このハンドブックを身近なと

ころに置いて、公的研究費の適切な使用・管理・執行に役立てて下

さい。また、公的研究費毎に独自のルールもありますので、守るべ

きルールを熟知したうえで、それぞれの研究費を使用して下さい。 

 教職員各位におかれては、不正がおこらない組織風土の形成に向

けて、日々取り組んでいただくようお願いします。 

 

国立大学法人滋賀医科大学 

学長  塩 田 浩 平 
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 本ハンドブックに掲載している関係規則・規程等及び様式は、 

まるっと滋賀医大。のホームページより参照いただけます。 

 
 

なお、本学の「研究費適正使用への取組み」については、 

Home＞研究＞コンプライアンス＞研究費の適正管理等について を、併せてご覧下さい。 

１１．使用のルールや手続きで困ったときは、どこに相談すればいいですか？   …25 

 

５．公的研究費はどのような経費に使用することができますか？           …13 

  

 

６．公的研究費で使用が認められない経費は何ですか？               …14 

 ７．公的研究費の効率的な執行のために留意すべきことは何ですか？      …15 

 ８．どのようなことが「研究費の不正使用」に当たりますか？              …18 

 ９．不正使用を行った場合には、どのような処分を受けますか？           …19 

 
１０．不正使用の疑いがあるときは、どこに通報すればいいですか？        …23 

 

４．研究費は種類によって守るべきルールが違いますか？               …12 

 

３．研究費を正しく使用するための基本的な流れはどうなっていますか？     … 4 

 

１．公的研究費の「管理体制」や「責任体系」はどうなっていますか？        … 1 

２．研究者や事務職員等が常に心がけるべきことは何ですか？           … 3 

 

12．その他（民間等の公募助成金に採択された場合どうすればいいですか）？ …26 

 



近年の公的研究費配分額の増加を受け、「研究機関における公的研究費の管

理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定）

により、公的研究費の運営・管理を適正に行うことが強く求められるようになり

ました。 

滋賀医科大学では、「国立大学法人滋賀医科大学における公的研究費の適正管

理及び不正使用防止に関する規程」（平成２０年１０月３０日施行）に基づき、

以下のとおり管理・監査体制と責任体系の明確化を図っています。  
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１．公的研究費の「管理体制」や「責任体系」は 

どうなっていますか？ 
 

 ■ 滋賀医科大学では、公的研究費の適正な運営・管理を行うため機関内の 

責任体系を明確にし、機関内外に公表しています。 

 

 

統括管理責任者 
理事(教育等担当) 

公的研究費の管理・監査体制と責任体系 

 

監

事 

 

会

計

監

査

法

人 

独立した立場

からの監査 

監査 

 

内部監査部門 

監査室 

防止計画推進部署 
公的研究費不正防止計画推進室 

理事(教育等担当)他 

 

最高管理責任者 

学  長 

連携 

連携 

監査 

 

所 

 

属 
 

研究者 
 

コンプライアンス推進責任者 

各所属の長 

事務部門 
 

・企画調整室 

・総務課 

・研究協力課 

・会計課 他 

監査 

不正防止計画の実施 

コンプライアンス教育の実施 

 

監

査 

協

力 

独立した立場

からの監査 

・相談窓口 → 研究協力課 

・通報(告発)窓口 → 研究協力課 

・モニタリング体制整備 → 監査室 

・発注・検収業務における当事者以外によるチェック 

システム → 滋賀医科大学契約事務取扱規則 

・不正な取引に関与した業者への対応 

 → 滋賀医科大学の契約に係る取引停止等の取扱要領 



 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

滋賀医科大学では、運営費交付金、補助金、委託費、奨学寄附金等を財源とし

て本学で扱うすべての経費を「公的研究費の適正管理及び不正使用防止に関する

規程」の対象と定めています。 

運営費交付金、補助金等本学で扱う殆どの経費はその原資が国民の税金である

ことから、その不適切な使用は国民の負託を裏切り、大学の社会的信用を失墜さ

せることになります。 

よって、研究者には不正の誹りを招くことのない姿勢が求められます。 

公的研究費とは 

 

  

 

例えば、科学研究費補助金は研究代表者に対して配分されますが、その管理は

研究代表者が所属する研究機関が行うこととされています。これには、 

 

 
   

等の理由があります。 

しかし、計画調書に基づく予算執行がなされなかった場合には、研究者に 

その説明責任があります。 

 

① 研究者の負担を軽減し研究に専念できる環境を作る 

② 意図せぬルール違反を防ぐ 

公的研究費の機関管理とは 

 

 

「公的研究費の適正管理及び不正使用防止に関する規程」により、以下のとおり

定められています。 

 

最高管理責任者：学長 

公的研究費の運営及び管理について本学全体を統括する権限を持つと共に最終責任を負

う。 

統括管理責任者：理事（教育等担当） 

・最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について全体を統括する実質的な責

任と権限を持つ。 

 

コンプライアンス推進責任者：各所属の長 

・各所属における公的研究費の運営及び管理について統括する実質的な責任と権限を持つ。 

（役割） 

１）不正防止計画を実施し、毎事業年度ごとに実施状況を報告する。 

２）不正使用の防止を図るため、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。 

３）適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善

等の指導を行う。 

 

運営・管理における責任体系 



 

 

 

 

 

 

 

  預け金やカラ出張はなぜ起こるのか？ 

 ■希薄な法令遵守意識 

  ①予算を消化しないと返却が必要。⇒ 計画的な予算執行をお願いします。 

  ②何かのために備えておきたい。 

  ③個人的用途で使うわけでないので問題ない。⇒（目的は手段を正当化しません。） 

  ④個人的に使いたい。⇒（金銭欲に基づく動機） 

 ■善管注意義務違反 

①相互けん制や上司の確認、承認が形式的になっている。（部下を信頼し形式的に 

確認。） 

 ※善管注意義務違反：自ら不正使用に関与していない場合でも、研究資金の管理 

責任者としての責任を全うしない場合を指す。 
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２．研究者や事務職員等が常に心がけるべきこと 

は何ですか？ 

は 
  ■研究費の使用については、教職員就業規則、役職員倫理規程及び研究者

および研究支援者の行動規範に定められている事項を常に意識して、国民

から疑惑や不信を招くことがないよう国立大学の使命と業務の公共性を自

覚し、誠実かつ公正に職務を遂行することを心がけなければなりません。 

 

 

 

教職員就業規則 
（誠実義務） 

第２７条 教職員は、上司の職務上の指示に従い、その責任を自覚し、誠実かつ 

公正に職務を遂行するとともに、大学の秩序の維持に努めなければならない。 

 

（職務専念義務） 

第２８条 教職員は、国大法に定める国立大学の使命と業務の公共性を自覚し、 

誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならな

い。 

２ 教職員は大学の利益と相反する行為を行ってはならない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                        ※旅行報告書添付資料 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  ※旅行の事実を証明する書類が添付されていない場合は、交通費・宿泊費・日当は支出できません。 

① 証拠書類の確認と旅行報告の詳細な記入による事実確認の実施 

３．研究費を正しく使用するための基本的な流れは 

どうなっていますか？ 
 

▼ 外国出張の場合 

 ■ 研究費の使用には、「旅費」「給与」「謝金」「物品費」の４つの種類

があります。 

旅 費 に つ い て 

 外国出張の場合の届出（研究協力課へ提出） 

●海外渡航届 

●日程表 

●招へい状、学会の案内状など渡航の必要性に関する

書類 

  

②出 張 

③出張完了 

① 所属長(旅行命令権者)へ

出張申請 

→口頭発令 

 

【航空機利用の場合（往復利用した場合は往復分）】 

●航空券の半券 

●航空運賃の領収書（実費支給のため） 

【日帰り：鉄道利用の場合（片道 100km以上）】 

使用済み乗車券または特急券（片道分） 

 （EX-IC利用票を含む） 

あるいは電子マネーの乗車利用履歴 

 ※乗車券または特急券の取得は、自動改札機を通ら 

ず、駅員のいる改札口で申し出てください。 

【宿泊した場合】 

宿泊先の領収書（全宿泊期間分） 

 あるいは使用済み乗車券または特急券（往復分） 

 ※宿泊証明書は添付資料になりません。 

④旅行報告書及び添付資料

を総務課学科事務係等へ 

 提出（出勤簿） 

⑥旅費支払 

外国出張の場合は

研究協力課への 

別途届出が必要 

⑤会計課にて 

 旅費計算･支払手続き 

 

●航空券の半券 

●航空運賃の領収書（実費支給のため） 

  航空運賃、航空施設使用料、 

  現地空港税、燃料特別付加運賃等 

●パスポートの写し 

 顔写真のページ・日本の出入国のスタンプのページ 

外国出張の場合 

国内出張の場合 

 



                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

● 旅行報告書の用務の概要（詳細報告）は、後日旅行の確認を行えるようにするため、 

   当該研究費の研究内容及び目的と関連することが分かる具体的な内容を記入してく 

ださい。 

（例） 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 単独で資料収集等を目的とした旅行の場合は、実施時間、収集した資料の概要等を報告 

してください。 

 

 

 

● 学会、説明会、会議等の場合は日時・場所がわかる資料を添付してください。 

 

● 前泊、後泊した場合は、備考欄にその必要理由を明記し、その証明として時間の分かる 

学会等のプログラムを添付してください。 

 

● 他機関（他大学や学会など）から旅費が支給される、旅行中に自宅や知人宅に宿泊する 

など旅費の減額が必要となる場合は必ず申し出てください。 

 

上記の留意事項以外については、出張ナビＤＸ「旅行事実を証明する書類 Q & A」を参照 

してください。 

 

※ 旅行報告書は、旅行終了後速やか（１週間以内）に提出してください。 

  

① いつ 

② どこで 

③ だれと 

④ 何をしたか 

旅行報告書の記載についての留意事項 

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 運営・管理における責任体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 運営・管理における責任体系 

 

平成○○年○月○日 9：00～15：00 

○○大学○○棟○○教室 

○○学部、滋賀太郎教授 

実験データの確認及び今後の実験の進め方に

ついて討議した。 
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▼ 給与の場合 

給与について 

① 申請書類の事前提出による他経費との重複使用の禁止 

② 雇用希望者に対しての業務内容・実施期間および支払単価等の説明 

③ 勤務表・出勤簿（写）・超過勤務等命令簿による業務実態の証明・報告と   

事務職員等の第三者による実施確認 

 

 

 

 

研 究 者 

所 属 長 

① 募集 

② 雇用手続きの依頼 

総務課 

人事係 

⑤決定 ④決裁 

③非常勤職員雇用申請書提出 

 ・履歴書 

 ・最終学歴の卒業を証明するもの 

 ・勤務に必要な資格を証明するもの 

 ・在職証明書（日給雇用のみ） 

 ・採用時健康診断書（週 30ｈ以上または 

  医療業務、有害業務に従事する者） 

学 長 

   

雇用希望者 

⑥ 労働条件通知書 

研究者 

所属長 

 

被雇用者 ① 日々勤務確認 

総務課 

職員係 

会計課 

経理係       出納係 

・給与計算       ・給与支払 

   

会計課 

経理係 

⑦ 提出 

・給与・旅費口座振込 

 申出書 

・扶養控除等申告書 

確認・データ入力 

② 勤務表・出勤簿（写） 

 超過勤務等命令簿 
③ 支払 
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▼ 謝金の場合（研究補助、講演、指導、助言） 

▼ 外国出張の場合 

 

 

 

 

 

 

 

③ 業務実施 

 出勤表に業務内容を記載 

出勤の都度出勤簿に押印する 

② 会計課へ依頼手続き 

（書類提出）※ 

① 研究者（所属長等）から作業

従事者へ作業依頼・内容・単

価の説明 

⇒作業従事者の意思確認 

 

※依頼手続き時提出書類 ― 事前提出 

（10日前以上） 

 ●謝金支出事項実施伺   

 ●履歴書 

 ●銀行振込依頼書 

 ●業務従事予定表【研究補助の場合は必要】 

 

※※支給手続き時提出書類 ― 終了後速やかに 

（１週間以内） 

【研究補助の場合】 

 ●業務終了報告書 

 ●出勤表 

【講演・指導・助言の場合】 

 ●講演等の終了報告書 

 ●講演の場合はプログラム 

⑤ 会計課へ支払手続き 

（書類提出）※※ 

⑦ 謝金支払い 

⑥ 会計課にて 

  謝金計算・支払手続き 

業務終了後速やかに

に 

 

 

１） 研究者（所属長等）から作業従事者に対する

業務内容・期間・単価等を事前に説明し意思

確認を行う。 

 

２） 謝金で従事させる場合は、労働基準法の適用

を受けますので、作業従事者が過度の勤務に

ならないようにする。 

 

３） 出勤表は、その日の業務終了後、作業従事者

本人が業務内容、時間を記入し、押印する。 

また、研究者はその確認をする。 

 

特に注意しなければならない遵守事項 

 

ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 研究者等による業務の従事 

確認 

よる業務の従事確認必要 

謝金について 
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教員等（予算責任者）が直接発注することができます。 
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物品費について 

納  品 

発  注 

納  品 

教 員 等 

（予算責任者） 

業 者 

 

講 座 等 

（確認後受領） 

 

検収センター 

（検 収） 

○教員等（予算責任者）が発注。 

○発注は電子メール、電話、ＦＡＸ等で可。 

○検収センター職員が納品書と現物（品目、数量） 

の照合・確認を実施。 

○検収後、納品書（本紙）に検収印を押印。 

 

※検収センター職員による検収を受けていない物品

等の代金は、原則支払うことができません。 

○納品検査後、納品書（本紙）に受領日を記入し、

サインまたは押印。 

○納品書等を速やかに会計課契約係に提出。 

発注前の確認事項 

○予算の確認 

○予算が外部資金の場合、使用ルールの確認 

 （使用できない経費が設定されている場合あり） 

○市場価格の調査（口頭照会、WEB 等による価格調査） 

○納品日の確認 

５０万円以上の契約 

・教員発注はできませんので、カタログ等を添えて、会計課契約係へ発注依頼を 

行ってください。なお、３００万円以上の契約は手続きに相応の日数を要します

ので計画的な購入をお願いします。 

①３００万円以上  ：一般競争入札となり入札手続きに１か月以上必要です。 

②１，０００万円以上：仕様策定委員会による仕様策定を経て入札しますので、 

入札手続きに３か月程度必要です。 

③１，３００万円以上：「政府調達に関する協定」に沿った手続きを経て入札します

ので、入札手続きに６か月程度必要です。 

※また、上記入札手続き後、納期も必要となります。 

 

５０万円未満の契約 



 

 

  本来１件のものを意図的に分割して発注することは認められません。 

 

 

  合理的な理由なく、特定業者へ偏った発注をすることは、癒着の疑念を

生じさせます。 

 

 

  業者等との接触は必要最小限度にとどめ、打合せ等はオープンなスペー

スで行ってください。 

②特定業者への偏重発注 

③業者との不必要な接触 
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 教員発注する場合の禁止事項  

①意図的な分割発注 

 

換金性の高い物品の管理  

１０万円以上の備品については、備品シールを貼り付けて管理していただ

いてますが、１０万円以下の備品で換金性が高いパソコン、タブレット型コ

ンピューター、デジタルカメラ、ビデオカメラ、テレビ、録画機器について

も、上記と同様の方法により、適切に管理してください。 

 

①研究費等の使用が年度末に集中しないよう計画的に執行してください。

特に備品については、契約手続き期間を考慮して早期にお願いします。 
 

②当該年度予算の対象となるものは、年度末（3/31）までに納品されたも

のです。 
 

③立替払を行ったときは、立替払請求書に支払に係る証拠書類（領収書、

クレジットの支払い明細等）を添付して、３０日以内に会計課契約係に

提出してください。 
 

 そ の 他  
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４．研究費は種類によって守るべきルールが違い 

ますか？ 

 

 ■研究費の使用において守るべきルールは、研究機関で定められたルール

（機関ルール）と研究費ごとに定められたルール（個別ルール・補助条件

等）に分けられます。 

 

研究費の種類 主な規則等 

競争的資金 

公的機関からの

補助金 

・ 研究費ごとの補助条件等 

・ 滋賀医科大学会計規程等学内の規則、規程等 

公的機関からの

委託費 

・ 研究費ごとの補助条件等 

・ 契約書等 

・ 滋賀医科大学会計規程等学内の規則、規程等 

民間企業からの

競争的資金 

・ 契約書等 

・ 滋賀医科大学会計規程等学内の規則、規程等 

競争的資金 

以外 

民間企業等との

共同研究費等 

・ 契約書等 

・ 滋賀医科大学会計規程等学内の規則、規程等 

寄附金 
・ 寄附目的 

・ 滋賀医科大学会計規程等学内の規則、規程等 

運営費交付金 ・ 滋賀医科大学会計規程等学内の規則、規程等 

 

研究費の種類と主な規則等 

 

 

民間企業等の受託研究費及び共同研究費には、国等からの補助金や委託費を財

源とした経費がありますので、執行にあたっては守るべきルールを確認して下さ

い。 

民間企業等からの研究資金について 



５．公的研究費はどのような経費に使用することが

できますか？ 

科学研究費補助金を例に説明します。なお、各研究費ごとに費目の種類や取扱い

が異なりますので、要項等でご確認いただくか、事務担当者にお問い合わせ下さい。 

 

費目 使用可能な経費の例 

旅 費 
・ 国内、海外での研究・会議参加のための旅費 

・ 研究協力者、研究補助者の移動に伴う旅費 

謝 金 

・ 研究補助者を雇用するための経費 

・ 研究の指導、助言をした者に対する謝礼 

・ 講演を依頼した者に対する謝礼・旅費 

物品費 

・ 設備備品の購入費 

・ 参考図書、雑誌の購入費 

・ 研究試料等の消耗品類の購入費 

その他 

・ 印刷製本等研究成果発表のための経費 

・ 学会参加費 

・ 運搬費（送料など） 

・ 機器のリース料金 

・ 機器の修繕費 

・ 会場借り上げ費 

・ 会議費（アルコール類は除く） 

・ 切手、電話等の通信費 

※ どの経費も研究目的に沿った使用が必須条件となります。 
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■公的研究費は、「研究計画の遂行に必要な経費」及び「研究成果の取りまと

めに必要な経費」に使用できます。 

一般的には「旅費」「謝金」「物品費」「その他」として使うことができます。

また、研究費の種類によって、使用できない経費が設定されています。 



６．公的研究費で使用が認められない経費は 

何ですか？ 

競争的資金（直接経費）で使用禁止要件の共通事項 

①目的外使用の禁止 

 ・使用が認められるものは、交付申請課題の研究遂行上必要なもの及び研究 

成果のまとめに必要なものだけです。 

②使用制限 

 ・嗜好品（アルコール類や煙草など）の購入には使用できません。 

③使用期間の制限 

 ・内定日前に発注したものへの支出 

 ・年度末に発注したもので４月に納品されるもの 

 ・３月に納品されたものであっても４月に使用するもの 

 ※繰越承認を得た場合等はこの限りではない。 

◆科研費で使用できないもの（例） 

・建物等の施設整備（設備備品のための据付・調整費を除く） 

・研究中に発生した事故、災害の処理に必要な経費 

・研究代表者、研究分担者の人件費及び謝金 

◆厚生労働科研費で使用できないもの（例） 

・通常研究機関で備えるべき物品 

  （机、椅子、複写機、パソコン、会議セット等の什器類、医学全集等） 
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 ■公的研究費には、制度ごとに使用できない経費が設定されています。

使用にあたっては、各研究費の制度内容を十分ご確認下さい。 

 



７．公的研究費の効率的な執行のために留意 

すべきことは何ですか？ 
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科学研究費補助金を例に、「直接経費の使用内訳変更」と「翌年度への繰越し」、 

また「複数年度使用」について説明します。 

 

 
■公的研究費を正しく使用するためには、交付申請書に基づき計画的に

執行することが望ましいといえます。申請時の計画と大幅に異なる予算

執行や計画外の執行は、会計検査の際に質問を受ける場合があります。 

そうした際に説明責任があることを踏まえて、効率的な執行のために

利用可能な制度を説明します。 

 

 

研究機関は、直接経費の収支管理を、「旅費」「謝金」「物品費」「その他」の４つの費目に

分類して行っています。 

各費目の額について、直接経費の総額の一定割合を超えない範囲では、手続きを経るこ

となく、交付申請書に記載した使用内訳を変更することができますが、超える場合には、事前

に「直接経費の使用内訳の変更」の手続きをしなければなりません。 

 

＜使用内訳変更の申請＞ 

  使用内訳の変更は、各費目の額について、以下の場合に必要となります。 

 

 

 

 

 

使用内訳の変更を申請するには、「直接経費使用内訳変更承認申請書」を研究代表者自

身が作成し、研究機関を経由して文部科学省もしくは日本学術振興会に提出します。 

（※使用内訳の変更は申請承認後から可能です。） 

 

※ 直接経費の使途については、研究代表者及び研究分担者にその説明責任があります

が、各研究機関は、研究代表者及び研究分担者が直接経費を適正に使用できるよう、そ

の収支管理を行うよう要請されています。 

※ 科学研究費補助金以外の研究費においては割合の上限などが異なることがありますの

で、事務担当者にお尋ね下さい。 

・ 交付決定後において補助条件（交付決定通知書参照）で｢軽微な変更｣として

定められている範囲を超える場合 

・ 直接経費の総額５０％を超える場合 

（※ただし、この額が 300 万円に満たない場合は 300 万円） 

直接経費の使用内訳変更 
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繰越しが幅広く認められるようになりました 

・ 科学研究費補助金については、平成１５年度より、相当の事由がある場合には年度を超

えた繰越しが可能になっていましたが、平成１８年度からは、研究遂行上で生じる様々な

条件の変更や事由の発生について、繰越しが比較的広く認められるようになりました。 

・ 地震災害、台風などの異常気象、テロといった極めてまれな外部要因に伴う場合にしか

認められないというのは大きな誤解です。 

・ また、継続課題だけに認められるわけではなく、最終年度の課題であっても繰越しの対象

になります。 

 

 

繰越し手続きは難しくありません 

・ 研究者が作成する書類は、次のとおりです。 

 

 

 

・ これはA４で１枚程度であり、事実関係や理由を明確に示すなどのポイントさえきちんと押

さえれば、書類の作成が大きな負担になることはありません。 

 

 

研究費の効果的・効率的な使用につながります  

・ 研究を遂行していく過程で、事前に予期できない、やむを得ない要因が生じ、当初の研究

計画を変更しなければならない状況はしばしばあることです。したがって、それにより研究

計画が年度を超える場合には、適切に繰越し手続きをとることで、研究を効果的に遂行

し、また、研究費をより効率的に使用することができます。こうした必要が生じた場合には

研究費の繰越しを行いましょう。 

 

 繰越しを必要とする理由書 

 

翌年度への繰越し 



 

 

科研費の複数年度使用を可能にするため、法改正により日本学術振興会に基金［科学

研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）］が創設されました。 

 

 

 

 

 

 

改善された事項 

・ 日本学術振興会は、研究の進展に応じて変化する研究計画に対応し、適時、必要な 

研究費を研究者に交付する。 

・ 研究者は、複数年にわたる研究機関内の必要な時期に研究費を使用することが可能 

となり、与えられた研究費を最も効果的に用いて研究を行うことができる。 

 

【研究助成改善のイメージ】 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 

予定額 １００万円  １００万円 １００万円 １００万円 

実際に必要となった研究費 １３０万円   ７０万円  ８０万円 １２０万円 

 

 

                       ３０万円            ２０万円 

                     前倒し請求が可能       繰越に関する手続き不要 

 

 研究の進展に合わせた      「予算の使い切り」がなく      従来と比べ、 

 研究費の柔軟な執行による   なるなど、予算のより効果的   研究者はより研究に 

 研究活動の活性化        効率的な活用            専念することができる  

 

背景 

・ 多くの研究者からの要望 

・ 年度にとらわれずに研究の進展に合わせて研究費を使用することができる制度の 

実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※基金化されていない補助金部分の前倒し使用や一定要件を満たす場合の次年度使用を 

    可能とする「調整金」制度も導入されました。（基盤研究（Ｓ）、（Ａ）他 平成２２年度 

以前に採択された基盤研究（Ｃ）等） 
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平成２３年度以降の新規採択課題が対象 

  基盤研究（Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｂ） 

平成２４年度以降の新規採択課題が対象 

  基盤研究（Ｂ）、若手研究（Ａ） 

複数年度使用 



８．どのようなことが「研究費の不正使用」に 

当たりますか？ 
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 ■実態を伴わない虚偽の書類提出や報告、申請によって不正に研究費を 

支出させる以下の行為は「研究費の不正使用」に当たります。 

【旅費】…カラ出張・出張費用の水増し請求 

【給与・謝金】…カラ謝金 

【物品費】…カラ発注（預け金）・書類の書き換え 

 

預け金 

架空の取引で大学に支払わせた代金を業者に預けること。 
 

(例) 消耗品を購入したと虚偽の取引により大学に研究費を請求し、支払われ

た代金を業者に預け金として管理させ、次年度以降の研究費として使用。 

 

実態を伴わない旅費の全部又は一部を大学に支払わせる 

こと。 
 

(例) 正規価格の見積書を大学に提出して概算払いさせ、実際には格安航空券

を購入して差額を取得し他の経費に充当。 

(例) 出張はしたが、実際の日数より用務日を水増しして請求し、支払われた

旅費の差額を他の経費に充当。 

カラ出張 

実態を伴わない謝金の全部又は一部を大学に支払わせる 

こと。 
 

(例) 出勤表に記載する勤務時間を、実際の勤務時間より多く記載して提出し、 

研究代表者が過大な請求金額を一括して受領。  

その後、研究協力者に謝金を支払い、差額を他の経費に充当。 

カラ謝金 



９．不正使用を行った場合は、どのような処分 

を受けますか？ 

 

 ◆不正または虚偽による科研費の受給の場合 

    研究費の返還    全額の返還 

    応募資格の停止   ５年（受給した本人・それに共謀した者） 

 

 ◆受給した科研費の不正な使用の場合 

    研究費の返還    一部または全部の返還 

    応募資格の停止   １年～１０年 

      （不正使用した本人・それを共謀した者・不正使用された研究の管理責任者） 

 

 ◆不正行為（論文データの捏造等）があった場合 

    研究費の返還    一部または全部の返還 

    応募資格の停止   １年～１０年 

      （不正行為に関与したと認定された本人・不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者） 

 

 

 ※上記の場合全てにおいて、既に採択されている課題も交付が停止され、分担金を 

配分されている研究分担者についても、その分担金の配分を受けることができな 

くなります。 

 

 ※また、原則、不正が認定された研究者の氏名を含む不正の概要が公表されます。 
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 ■研究費の不正受給や不正使用は学術研究における国民の信頼を損なう

ものです。 

これらの行為を行った場合には、その内容に応じて「補助金の返還」「応

募資格の停止」などの処罰を受け、また、大学においても懲戒処分の対象

となることがあります。 

なお、この処分は不正を行った「個人」だけでなく、「研究機関」や「研

究分担者」にも科されることがあります。 

科学研究費補助金の不正な使用に対する措置 



   

   

交付制限の対象 不正使用の程度 交付しない期間 

不正使用を行った研究者及び

それに共謀した研究者 
１．個人の利益を得るための私的流用 １０年 

不正使用を行った研究者及び

それに共謀した研究者 

２．私的流用

以外 

①社会への影響が大きく、

行為の悪質性も高いと判断

されるもの 

５年 

② ①及び③以外のもの ２～４年 

③ 社会への影響が小さく、

行為の悪質性も低いと判断

されるもの 

１年 

偽りその他不正な手段により科

研費を受給した研究者及びそ

れに共謀した研究者 

― ５年 

不正使用に直接関与していな

いが善管注意義務に違反した

研究者 

― 

不正使用を行っ

た研究者の交

付制限期間の

半分（上限２年、

下限１年、端数

切り捨て） 

  ※善管注意義務違反 

   善管注意義務違反とは、研究資金の管理責任者としての責務を全うしないことで、 

自ら不正使用に関与していない場合でも、最大２年間の応募制限が課されることに 

なります。 

なお、研究実施に当たって直接、不正を行った被管理者（研究者等）を管理する 

立場にある研究者（講座等の長）に善管注意義務違反による応募制限を科すことを 

想定しています。 
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不正使用を行った者に対して科研費を交付しない期間 



  

  

不正行為への関与に係る分類 
学術的・社会的影響 

行為の悪質度 

交付しない

期間 

不

正

行

為

に

関

与

し

た

者 

ア）研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合など、 

特に悪質な者 
１０年 

イ）不正行為があった研究

に係る論文等の著者 

当該論文等の責

任を負う著者 

学術の進展への影響や

社会的影響が大きく、若

しくは行為の悪質度が高

いもの 

５～７年 

学術の進展への影響や

社会的影響、若しくは行

為の悪質度小さいもの 

３～５年 

上記以外の著者 ― ２～３年 

ウ） ア）及びイ）を除く不正行為に関与した者 ― ２～３年 

不正行為に関与していないものの、不正行為のあっ

た研究に係る論文等の責任を負う著者 

学術の進展への影響や

社会的影響が大きく、若

しくは行為の悪質度が高

いもの 

２～３年 

学術の進展への影響や

社会的影響、若しくは行

為の悪質度が小さいも

の 

１～２年 

 

 

 

※ その他の公的研究費についても同様の処分制度があります。 
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不正行為を行った者に対して科研費を交付しない期間 



 

 

ＪＳＴ（科学技術振興機構）事業の不正な使用に対する措置 
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（懲戒処分） 

第３９条 教職員が次の各号の一に該当する場合は、懲戒に処する。 

 一 正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じなかったとき 

 二 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき 

 三 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき 

 四 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき 

 五 大学の名誉又は信用を傷つけたとき 

 六 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱したとき 

 七 重大な経歴詐称をしたとき 

 八 その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき 

 

（懲戒の種類・内容） 

第４０条 懲戒の種類及び内容は次のとおりとする。 

 一 譴責 非違行為の程度がきわめて軽微な場合、始末書を提出させ、将来を

戒める。 

 二 減給 非違行為の程度が比較的軽微な場合、始末書を提出させ給与を減額

する。１回の減額は平均賃金の１日分の２分の１以内、１か月の額は当該月

給与額の１０分の１以内の額とする。 

 三 停職 非違行為の程度が軽微とはいえない場合、始末書を提出させ、１年

以下の期間を定め出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給し

ない。 

 四 諭旨解雇 非違行為の程度が雇用関係を維持しがたいほどに重大である

が情状酌量の余地がある場合、退職を勧告する。ただし、勧告に応じない場

合は懲戒解雇する。 

 五 懲戒解雇 非違行為の程度が雇用関係を維持しがたいほど重大であり、か

つ、情状酌量の余地がない場合、予告期間を設けることなく、即時解雇する。 

 

（訓告等） 

第４１条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するため 

必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意（以下「訓告等」という。）を 

行う。 

 

（損害賠償） 

第４２条 教職員が故意又は重大な過失により大学に損害を与えたときは、第４

０条及び第４１条の規定による懲戒処分又は訓告等とは別に、損害の全部又は

一部を賠償させるものとする。 

滋賀医科大学就業規則（抜粋） 



１０．不正使用の疑いがあるときは、どこに通報 

すればいいですか？ 
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 ■ 研究費不正使用に関する通報窓口は「研究協力課長」です。 

 

通報・相談の受付方法 

 

● 電話、電子メール、FAX、書面または面会により受け付けています。 

■受付場所■   滋賀医科大学 研究協力課（管理棟 １階） 

■受付時間■   ８：３０～１２：００  １３：００～１７：１５ 

※ ただし、土・日・祝および年末年始（１２月２９日～１月３日） 

は業務を行っておりません。 

■書面等送付先■  １． 郵送：〒５２０－２１９２  大津市瀬田月輪町 

             滋賀医科大学 研究協力課長 宛 

                              ※「通報」と明記して下さい。 

      

２． TEL：０７７－５４８－２０２０ 

FAX：０７７－５４８－２０８６ 

 

    ３． E‐mail：tuhowind@belle.shiga-med.ac.jp 

 注意事項 

●  通報される方は、以下の事項をご確認の上、ご連絡下さい。 

⑴ 通報にあたっては、通報者の氏名および連絡先を記入して下さい。 

⑵ 通報の内容は、滋賀医科大学において通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしている

ことを具体的に記述して下さい。 

⑶ 通報内容を把握するため、窓口より連絡させていただくことがあります。 

⑷ 受け付けた通報は、調査の必要性を検討し受理するか否かの決定を行います。 

また、受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を通知させていただきます。 

⑸ お寄せいただいた通報内容が一般的なご意見、苦情等の類であり、通報対象事実でない場合

は、情報提供として所掌の各課等に転送させていただき、業務の改善に活用させていただきます

ので、ご了承下さい。 
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公的研究費の不正使用に関する通報は 

研究協力課長 

TEL ０７７－５４８－２０２０ FAX ０７７－５４８－２０８６ 

 MAIL tuhowind@belle.shiga-med.ac.jp 

 

通報の流れ 

問合せ先 

⑥           学長へ調査結果の報告、是正措置等の意見を提出する 

①                通報者から研究協力課長へ通報する 

②    公益通報に該当する場合は研究協力課長から公益通報窓口へ連絡する 

③                通報者があったことを学長に報告する 

④                通報を受領した旨を通報者へ通知する 

⑤                    事実関係の調査を行う 

⑦       通報された者に是正措置等を講じるか是正措置等を命ずる 

⑧           通報者に是正措置命令の内容について通知する 

⑨         懲戒処分の必要があれば就業規則等により手続きを行う 



１１．使用のルールや手続きで困ったときは、どこに

相談すればいいですか？ 
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公的研究費に関する相談の問合せ先 

★ 研究費の使用方法など全般的な相談について 

研究協力課 課長補佐 

ＴＥＬ ０７７－５４８－３５７９ ＦＡＸ ０７７－５４８－２０８６ 

ＭＡＩＬ qkenkyu@belle.shiga-med.ac.jp 

○ 科学研究費補助金等の申請や報告 

研究協力課 研究協力係 

     内線 ２０１３ E-Mail： hqkenkyu@belle.shiga-med.ac.jp 

○ 受託・共同研究、寄附金等の契約や受入 

研究協力課 産学連携係 

 内線 ２０８２ E-Mail： hqsangaku@belle.shiga-med.ac.jp 

★ 旅費・謝金について 

会計課 経理係 

ＴＥＬ ０７７－５４８－２０３４ ＦＡＸ ０７７－５４８－２０４６ 

ＭＡＩＬ hqkeiri@belle.shiga-med.ac.jp 

★ 物品費について 

会計課 契約係 

ＴＥＬ ０７７－５４８－２０３６ ＦＡＸ ０７７－５４８－２０４６ 

ＭＡＩＬ hqyodo1@belle.shiga-med.ac.jp 

 ■  研究費の使用に係る全般的な相談窓口は以下のとおりです。 



民間等の各種研究助成の募集については、学内メールでお知

らせしていますが、採択された場合、本学が適切に経理する

必要がありますので、寄附手続きをお願いします。 

【研究者（申請者）】 ◆民間等公募助成金の採択通知 ⇒ 研究協力係に提出 

＜寄附金受入の方法（１）＞ 

 １）産学連携係から公募元（民間等の財団 他）に連絡し、本学への寄附申込書

の提出を依頼 

 ２）公募元からの寄附申込書に基づき、本学への寄附金受入に係る学内手続き 

 ３）本学への寄附金納入後、研究開始 

 ４）研究終了後、研究成果報告書を研究者から公募元に提出 

＜寄附金受入の方法（２）＞ 

※公募元（民間等の財団 他）が、研究者にしか助成金を交付できない場合 

 １）研究者に助成金が交付された後、研究者が本学への寄附申込書を提出 

 ２）寄附金受入に係る学内手続き 

 ３）本学への寄附金納入後、研究開始 

 ４）研究終了後、研究成果報告書を研究者から公募元に提出 

 

＜国立大学法人滋賀医科大学寄附金受入規程（抜粋）＞ 

 （個人あて寄附金） 

第４条 教員等が寄附を受けた場合において，次の各号に該当する寄附金は当該職員が改めて， 

本学に寄附しなければならない。 

（１）当該職員の職務上の教育研究に対するもの 

（２）当該寄附金に係る教育研究を本学の施設又は設備等を使用し実施するもの 

１２．その他（民間等の公募助成金に採択された 

場合どうすればいいですか？） 
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 ■  職務上の教育、研究のための助成金等については、所属機関への

受入れ（寄附金として）とされています。 



 

 

 

【新規採用者】 
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平成  年 月  日 

 

 

誓  約  書 
 

 

国立大学法人滋賀医科大学 

学長 塩 田 浩 平 殿 

 

 

                 現住所 

                 氏 名           印 

                 生年月日   年  月  日生 

 

 

 私は、貴学に雇用されるにあたり、下記事項を守り、誠実に勤務することを誓約

いたします。 

記 

 

 １． 法令及び国立大学法人滋賀医科大学が定める規則、規程等を理解し、高い

倫理観に基づきこれを遵守すること。なお、規則等に反する行為を行った場

合、滋賀医科大学の決定する処分に従うこと。 

 

 

  ２． 滋賀医科大学の運営は、国民の貴重な税金で賄われていることを十分認識

し、職務の遂行において正しい選択と透明な処理を行い、不正使用を行わな

いこと。 

 

 

  ３． 提出書類（履歴書等を含む。）の記載事項は、真実と相違ないこと。 

     また、記載事項に変更があったときは、その都度、速やかに届け出ること。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人滋賀医科大学 

 

公的研究費の不正防止計画推進室長 理事（教育・研究等担当） 

監査室長 理事（企画・評価等担当） 

研究協力課 

総務課 

会計課 

監査室 

 


